
第17回埼玉県空き家対策連絡会議

埼玉県ふるさと創造資⾦
（埼玉版「地域おこし協⼒隊」事業）

埼玉県 企画財政部 地域政策課
地域振興担当 後藤 千夏子

� 地域おこし協力隊制度は国（総務省）の移住・定住促進施策

� 人口減少や高齢化等の進行が著しい地域に都市地域から移住して、地域ブラン
ドや地場産品の開発・PR等の支援、空き家・空き店舗の利活用の支援などの「地
域活動」に従事

� 隊員を任命するのは各市町村。活動内容や条件は市町村により様々

� 任期は概ね１年以上、３年以内

� 隊員の活動経費等は特別交付税措置で支援（一人当たり４８０万円）
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� 国制度の対象外の市町が埼玉版「地域おこし協力隊」を採用した場合の経費を
ふるさと創造資金で補助

� 令和４年度からは１６市町を対象（H２２年からR２年の人口減少率3％以上）

� 補助率２／３ ※財政力指数の関係で2町（鳩山町・毛呂山町）は３／４

� 上限：７０６万円（1年間最大2名分までを補助） ※３／４の場合は７９５万円

ア 隊員の活動に関する経費（１人あたり） 上限４８０万円

イ 隊員の募集等に要する経費（募集する市町あたり） 上限１００万円

「（ア×２名）＋イ＝１，０６０万円」の２／３（または３／４）

埼玉版
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対象地域

熊谷市・春日部市・狭山市・羽生市・
北本市・幸手市・日高市・嵐山町

令和4年度追加（埼玉版）



寄居町（埼玉版） 大田隊員

活動例【県】

【活動分野】

・空き家、空き店舗活用支援

・移住、創業希望者支援活動

【活動内容】

・空き家所有者と不動産会社
の間を取り持ち、売買が成立

・町内事業者が介護施設、コ
ワーキングスペース、宿泊施
設等に活用する目的で空き家
を借りている。

空き家問題の解決のために

「埼玉版地域おこし協⼒隊」を活⽤したい︕という場合は…

○ 地域政策課 地域振興担当

○ 各地域振興センター 地域振興担当

まで、お気軽にご相談ください。

ご清聴ありがとうございました。




